
｢鳥取県よろずビジネスサポート駐在員｣のご案内 

－ 県内企業の皆さまの新たな市場への海外展開は、私たちが支援します！ － 

 鳥取県では、海外現地で県内企業の皆さまの海外展開をサポートする「よろ

ずビジネスサポート駐在員」を世界の主要市場に配置しています。 

 現地事情の情報提供、商談候補企業の案内、視察や訪問の代行、現地渡航時

の同行支援など、「よろずビジネスサポート駐在員」が海外現地から県内企業

の皆さまの海外展開をサポートします。 

 

【問合せ先】まずは、お気軽にご相談ください。 

鳥取県商工労働部通商物流課（鳥取市東町一丁目 220 番地） 

  電 話：0857-26-7660 ﾌｧｸｼﾐﾘ：0857-26-8117 

  電子ﾒｰﾙ：tsushou-butsuryu@pref.tottori.lg.jp 

■支援対象者 
鳥取県内に本店、本社又は主たる事業所を有して事業を営む法人又は個人 

■支援内容 
海外展開に取り組む場合の初期段階での支援を想定しています。 

○現地の市場や商材、現地事情等に関する簡易な情報提供 

○現地の商談候補企業、視察先候補企業等の情報提供・リストアップ 

○現地での視察代行 (駐在周辺エリアに限る。交通費含む。) 

○現地渡航時の同行支援 (通訳除く。交通費除く) ※1 日当たり最大 8 時間まで 

※長時間の作業や専門的な知識を必要とするご依頼は対応できません。 

また、国や地域、内容によっては対応できない場合があります。予めご了承ください。 

■利用料 
原則無料 （※ただし､支援に必要な実費(入場料･使用料･送料など)は､依頼者負担となります。） 

■ご利用の流れ（イメージ） 

①ご相談／お申込み 

（企業等⇒県） 

②ご依頼内容の確認 

（県･駐在員⇔企業等）

③支援のご提供 

（県･駐在員⇒企業等）

 


